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  休日夜間急患センター・在宅当番医の体制及び診療・検査医療機関の指定は 

  受けていないが小児の発熱患者に対応する医療機関の住民への周知について 

 

 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 厚生労働省の標記事務連絡に関し、日本医師会より通知がありましたので、下記の通り情

報提供いたします。なお、本事務連絡は、主に都道府県等（自治体）向けの案内であり、各

種依頼事項は国事務連絡をご参照ください。 

 貴会におかれましてもご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

記 

 ●日本医師会通知（国事務連絡）より引用（自治体向けの案内／依頼事項） 

 前者については、「オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確

保計画」の入院体制を中心とした点検・強化について」（令和4年11月21日付け事務連

絡）において、休日夜間の救急医療のひっ迫回避のため、また、年末年始も見据え、市

区町村が郡市区医師会等の協力を得て実施している休日夜間急患センター・在宅当番医

制について、都道府県において、受診に資する情報を集約してホームページ等に分かり

やすく掲示し、住民に周知することが依頼されております。今回この集約の際に、含む

べき項目等や掲示方法にかかる留意事項が示されております。 

 なお、上記の対応状況については、年末年始を見据えて、12月中を目途に都道府県 

に対して確認を行う予定とのことです。 

 また、後者については、「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナ

ウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について（依頼）」（令和4年10月17

日付け事務連絡（令和4年11月4日一部改正）において、小学生以下の発熱患者について

は、診療・検査医療機関だけでなく、小児科全体で対応いただく必要があり、診療・検

査医療機関の指定を受けていない小児科標榜医療機関においても発熱患者の診療を行う

ことについて依頼がなされております。 

 今回、患者の適切な選択に資するよう、上記のホームページ等において、指定は受 

けていないが小児の発熱患者に対応する医療機関の情報についても合わせて掲示し、公

表すること等について、医療機関や地域の医療関係者に協力を依頼すること等が示され

ております。 
 

 ●日本医師会ホームページ 

  https://www.med.or.jp/login.html 

  https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009135.html 

  ※メンバーズルームへのログインには会員ID、パスワードが必要 

  ＩＤ等の問合せは、日本医師会（代表・03-3946-2121）まで 

大阪府医師会・地域医療１課（06-6763-7012） 

https://www.med.or.jp/login.html
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